
令和６年２月１日

【県内事例】

カード会社から身に覚えのない利用明細

（79,320 円）のメールが届き、不正利用された

と思い、慌ててメール本文中の URL をクリック

し、ID とパスワードを入力した。すると、名前や

住所、電話番号、カード番号を入力する画面

になり、フィッシング詐欺だと気が付いた。

日頃から気を付けていたが、メールの見た

目やログイン画面も本物そっくりで、寝起きだ

ったこともあり、つい引っかかってしまった。

アドバイス

第222号

SMSやメールでの
「フィッシング詐欺」に注意!!

事業者や公的機関などの実在する組織をかたるＳＭＳ（ショートメッセージサー

ビス）やメールを送信し、パスワードやＩＤ、暗証番号、クレジットカード番号などの

個人情報を詐取したうえ、クレジットカード等を不正利用するフィッシングに関する

相談が引き続き多く寄せられています。

・記載されている URLにはアクセスせず、事前にブックマークした正規のサイトの URLや、
正規のアプリからアクセスする。

・フィッシングサイトにアクセスしたと気付いたら、ID・パスワード、クレジットカード番
号等は絶対に入力しない。

・フィッシングサイトに情報を入力してしまったら、同じ ID・パスワード等を使い回してい
るサービスを含め、すぐに変更し、クレジットカード会社や金融機関などにも連絡する。

・日頃から、ID・パスワード等の使い回しはせず、クレジットカードやキャリア決済、イン
ターネットバンキングの利用明細はこまめに確認する。

・不安に感じたり、困ったときはすぐに消費生活センターや市町村の消費生活相談窓口に相

談してください。（消費者ホットライン「１８８（いやや）｣番で最寄りの消費生活センタ

ー等につながります。）

☎ 局番なし１８８ 又は ☎ 高知県立消費生活センター 088-824-0999


